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令和元年 

12  月 舟 橋 村 議 会 定 例 会会 議 録 （ 第 １ 号） 

 

令 和 元 年 １ ２ 月 ２ 日 （ 月 曜 日 ） 

 

議 事 日 程 

 

令和元年１２月２日 午前１０時００分 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第４０号から議案第４７号まで 

（提案理由の説明） 

議案第40号 舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定の

件 

議案第41号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件 

議案第42号 舟橋村印鑑条例一部改正の件 

議案第43号 専決処分の承認を求める件 

議案第44号 令和元年度舟橋村一般会計補正予算（第４号） 

議案第45号 令和元年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第46号 令和元年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第47号 令和元年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

議事日程のとおり 

 

出席議員（７名） 

          １番  古 川 元 規 君 

          ２番  良 峯 喜久男 君 

          ３番  加 藤 智惠子 君 

          ４番  杉 田 雅 史 君 
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          ５番  森   弘 秋 君 

          ６番  竹 島 貴 行 君 

          ７番  前 原 英 石 君 

欠席議員（なし） 

 

説明のため出席した者の職・氏名 

村 長 金 森 勝 雄 君 

教 育 長 早 川 誠 一 君 

総 務 課 長 松 本 良 樹 君 

生 活 環 境 課 長 吉 田 昭 博 君 

会 計 管 理 者 田 中   勝 君 

代 表 監 査 委 員 吉 川 良 二 君 

 

職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 松 本 良 樹 

事 務 局 主 任 加 藤   穣 
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  午前１０時００分 開会 

 

開 会 の 宣 告 

○議長（森 弘秋君） ただいまの出席議員数は７人です。定足数に達しておりますので、

令和元年１２月舟橋村議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

○議長（森 弘秋君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、 

１番  古 川 元 規 君 

２番  良 峯 喜久男 君 

を指名します。 

 

会 期 の 決 定 

○議長（森 弘秋君） 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１３日までの１２日間とし、審議終了までとした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森 弘秋君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２月１３日審議終了までとすることに決定しました。 

 

議案第４０号から議案第４７号まで 

○議長（森 弘秋君） 日程第３ 議案第４０号 舟橋村会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例制定の件、議案第４１号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例制定の件、議案第４２号 舟橋村印鑑条例一部改正の件、議案第４３

号 専決処分の承認を求める件、議案第４４号 令和元年度舟橋村一般会計補正予算

（第４号）、議案第４５号 令和元年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第



 －４－

３号）、議案第４６号 令和元年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）、

議案第４７号 令和元年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、以

上８件を一括議題とし、提案理由の説明を求めたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森 弘秋君） ご異議なしと認めます。 

したがって、日程第３ 議案第４０号から議案第４７号まで、以上８件を一括議題と

し、提案理由の説明を求めることに決定しました。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（森 弘秋君） 提案理由の説明を求めます。 

村長 金森勝雄君。 

○村長（金森勝雄君） おはようございます。 

  本日、令和元年１２月定例村議会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、公私

とも大変ご多忙の中ご出席を賜り、深く感謝申し上げます。 

  本定例会に提案いたしました案件に先立ちまして、所信の一端を申し上げます。 

  初めに、今年９月以降の子育て優良賃貸住宅「リラフォートふなはし」の入居募集に

おける取り組み状況についてであります。 

  リラフォートふなはしのＰＲを目的とした内覧会は９月２９日、１１月３日の両日に

実施いたしまして、延べ３５組の方に見学していただきました。特に１１月３日にはオ

レンジパークで「年イチ園むすび」が開催されまして、こども公園部長によるパン屋や

ＫＫＢ４８の皆さんによるカフェ、子育て中のお母さんが出店するフリマや地域の農産

物などのブース販売などもありまして、大変多くの地域の方々にご来場いただきました。

賃貸住宅の内覧をされた方からは「使いやすそう」「知り合いがアパートを探している

ので紹介したい」などの声も多く聞かれており、今後の口コミにも期待したいと思って

おります。 

  また、１０月１日には、県内大手不動産業者であります富山市の朝日不動産（株）と

入居募集、リラフォートふなはしへの案内、申し込み及び入居手続に係る業務契約を締

結いたしました。朝日不動産（株）では、ホームページや県内１１店舗でのポスター掲

示によるＰＲ活動を行いまして、１１月３０日までに１５組の問い合わせがあり、うち
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４件の内覧を実施したところであります。 

  一方、本村におきましても、子育て支援センターや図書館等におけるチラシの配布や

ホームページによる情報発信をいたしましたところ、５組からの問い合わせをいただい

ております。また、去る１１月１３日には、東京都・門前仲町におきまして、地方へ移

住を考えている方々を対象とした、舟橋として初の開催となります「Ｉ・Ｕターンイベ

ント」を実施いたしまして、１４組の皆さんに舟橋村の魅力資源をＰＲしてまいりまし

た。 

  このように各種ＰＲを多方面から進めてまいりましたが、１１月３０日現在の新規入

居申し込みは２組という状況下にあります。今後とも、朝日不動産（株）を仲介とする

入居募集を柱に、本村においても、首都圏から希望者を募り、実際に舟橋村の魅力を体

感していただく「舟橋村ツアー」を実施するなど、来年３月の満室を目指し、さらなる

ＰＲに努めてまいる所存であります。 

  また、去る１０月１日には、リラフォートふなはしの家賃徴収や建物の維持管理等の

総合管理契約を積和不動産中部（株）富山営業所と締結しておりますが、今後は、リラ

フォートふなはしに加えまして、学童保育施設、子育て支援センター、そして京坪川河

川公園を一体的に運営する組織体の構築を目指し、引き続きエリアマネジメント協議会

での検討を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、去る９月定例会で、無医村解消の対応資料づくりのことを申し上げましたが、

その後、年齢、調査内容等を検討しまして、本村の６５歳以上の方を対象に「医療状況

調査」を実施いたしました。 

  調査の進捗状況について申し上げます。 

  当該調査の目的は、６５歳以上の方の医療状況と舟橋クリニック閉院に伴う影響等を

把握することで、本村の医療施策の検討に資するため実施いたしました。対象者は、１

０月１日現在で６５歳以上の方のうち、施設入居者３６名を除く５４９名の方といたし

まして、１０月、１１月の２カ月間にわたり、戸別訪問による調査を実施いたしました。 

  調査内容は、現在治療中の疾患名、通院医療機関、通院頻度、通院手段及び服薬状況

であります。 

  その回収率は１１月３０日現在で９２％となっておりまして、現在集計作業を進めて

おります。今月中旬には集計と分析を終了するとともに、これを踏まえまして、本村の

無医村医解消対策の検討に入りたいと考えております。調査結果並びに今後の対策につ



 －６－

きましては、議会と十分協議を重ねながら進めてまいりたいと思っておりますので、議

員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

  それでは、本日提案しております案件についてご説明を申し上げます。 

  議案第４０号 舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定の件に

つきましては、地方公務員法の改正に伴い、令和２年４月より会計年度任用職員制度が

施行されるため、必要な事項を定める条例を制定するものであります。 

  議案第４１号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件に

つきましては、富山県人事委員会勧告に基づく県の給与改正条例に準拠して所要の改正

を行うため制定するものであります。 

  議案第４２号 舟橋村印鑑条例一部改正の件につきましては、成年被後見人等の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い

所要の改正を行うものであります。 

  議案第４３号 専決処分の承認を求める件につきましては、地方自治法第１７９条第

１項の規定により予算案件１件を専決処分いたしましたので、同条第３項により承認を

求めるものであります。 

  議案第４４号 令和元年度舟橋村一般会計補正予算（第４号）につきましては、既定

の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ２，２８２万６，０００円を追加し、予算の総額を

２０億７，７８４万７，０００円とするものであります。 

  今回の補正の主なものは、会計年度任用職員制度導入に係るシステムの構築費用２６

０万１，０００円、平成３０年度の後期高齢者医療広域連合負担金の精算に係る費用４

８２万７，０００円、海老江地内水路改修事業に係る費用２３５万７，０００円、村道

稲荷八幡川線消雪施設整備に係る費用１４３万円等を追加するものであります。 

  これに要する財源といたしましては、県支出金６１２万９，０００円、繰越金２，０

０４万４，０００円、雑入１６２万４，０００円等を充当し、国庫支出金４９７万１，

０００円を減額するものであります。 

  議案第４５号 令和元年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ１２万４，０００円を追加し、予

算の総額を１億８，７８８万６，０００円とするものであります。 

  今回の補正は、オンライン資格確認対応に係るシステム改修費の１２万４，０００円

であります。 
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  これに要する財源といたしましては、国庫支出金１２万４，０００円を充当するもの

であります。 

  議案第４６号 令和元年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ７１万６，０００円を追加し、予算の

総額を１億６，４０７万８，０００円とするものであります。 

  今回の補正の主なものは、主要地方道富山上市線道路総合交付金工事の施工に伴う給

水管修繕費の６１万６，０００円であります。 

  これに要する財源といたしましては、雑入６１万６，０００円及び消費税還付金１０

万円を充当するものであります。 

  議案第４７号 令和元年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ７４４万２，０００円を追加し、

予算の総額を６，０３７万８，０００円とするものであります。 

  今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金の前年度分精算に係る追加納付金であ

ります。 

  これに要する財源といたしましては、一般会計繰入金４８２万７，０００円、雑入６

２万５，０００円及び繰越金１９９万円を充当するものであります。 

  以上、提案いたしました案件につきまして提案理由の説明を申し上げましたが、何と

ぞ慎重審議の上、議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（森 弘秋君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

散 会 の 宣 告 

○議長（森 弘秋君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

 

午前１０時１５分 散会 

 

 


